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はじめに 

 ﾘｰｽという言葉は、ﾋﾞｼﾞﾈｽに携わる人ならたいてい耳にしている。

ﾘｰｽという言葉が普及した半面、その内容が的確に把握されていな

い面もある。ﾘｰｽは 1963年に日本に新たな産業として誕生し、その

後、経済活動の変化とともに取引内容も変化させ、複雑化している。 

一方、ﾘｰｽの会計処理は、その経済実態を適正に表現できること

を目指して発展し改正を繰り返してきた。しかし私は、現行の会計

処理は不十分であると考えた。それは、2011年に起こった東日本

大震災で被害を受けたﾘｰｽの顧客事業体に着目したためである。こ

れは、火災・台風に、動産総合保険は適用されるが、地震や津波の

場合、動産総合保険は適用されない。そのため多くのﾘｰｽﾕｰｻﾞｰが損

壊物件のﾘｰｽ料支払負担(旧債務)と代替物件のﾘｰｽ負担による二重

債務に苦しんだ。実際には、ﾘｰｽ業界が支払いの将来繰り延べに応

じたり政府が被災中小企業復興支援ﾘｰｽ補助事業を創設しこれらの

問題に対処した。しかし、ここで問題としたいのは、こうした企業

の抱えるﾘｽｸを企業会計は、その会計処理の中で適切に記録に取り

込み会計情報の利用者に開示できていたのかということである。我

が国は、地震災害のﾘｽｸが高く、損害保険会社において、地震や津

波を対象とした動産総合保険を引き受けることが極めて難しい。そ

こで、本研究では、ﾘｰｽ取引の問題点を挙げつつ、旧ﾘｰｽ会計から新

ﾘｰｽ会計へ変更した経緯を考察し、最後に IFRSとの関係については、

使用権ﾓﾃﾞﾙに焦点をあて、より有用な会計処理としてのﾘｰｽ会計の

あり方について考察する。 

 

1.ﾘｰｽの歴史 

 近代的なﾘｰｽの発生は、南北戦争当時、ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｼｭｰ･ﾏｼﾅﾘｰ社が市

場操作を狙って自社製品の製靴機会を賃貸したのが最初だとされ

ている。そして、第二次世界大戦後の米国で、軍事産業から平和産

業への切り替えにともなう旺盛な設備資金をまかなうことが求め

られ、これを満たすﾊﾟｲﾌﾟとして、生命保険、銀行になど機関投資

家による不動産ﾘｰｽが活発に行われ、次いで機械・設備の賃金を主

要業務とする専門のﾘｰｽ企業が現れた。鉄道車両、ﾄﾗｯｸなどの単一

物件から、次第にその対象物件の種類は、拡大され、ついにはﾘｰｽ

の金融的な意味に着目したﾘｰｽ会社、US ﾘｰｼﾝｸﾞ社が 1952年に設立

された。 

ﾘｰｽに似ている言葉にﾚﾝﾀﾙがある。ﾘｰｽとﾚﾝﾀﾙの違いは、ﾚﾝﾀﾙとは、

時間単位(ﾚﾝﾀｶｰなど)、日数単位(ﾋﾞﾃﾞｵﾚﾝﾀﾙ)、月単位(ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯど

のﾚﾝﾀﾙ)というように、ﾘｰｽと比べると短い期間の取引のことだ。ﾚ

ﾝﾀﾙは、ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ･ﾘｰｽと同様に税務上の制約がないので、物件の

特性やﾕｰｻﾞｰのﾆｰｽﾞに合わせて柔軟にﾚﾝﾀﾙ期間を設定できる。 

 

2.ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽとｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ･ﾘｰｽの比較 

 ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽとは、ﾘｰｽ期間の中途で解約が禁止されていること(中

途解約禁止)、物件価額と付随費用がﾘｰｽ料で概ね全額回収(90％以

上)されること(全額回収)の 2つの要件を満たすﾘｰｽ取引だ。ｵﾍﾟﾚｰ

ﾃｨﾝｸﾞ･ﾘｰｽは、ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ以外のﾘｰｽ取引のこと。したがって、ﾌｧｲ

ﾅﾝｽ･ﾘｰｽの要件である、「中途解約禁止」、「全額回収」の両方、

またはいずれかを満たさない取引で、通常は「全額回収」の要件を

満たさないﾘｰｽ取引のことだ。わが国ではﾘｰｽ資産の所有者であるﾘ

ｰｽ会社が資産の管理を行い、さらに環境関連法制に従ってﾘｰｽ終了

物件の処分を行うなどサービス的な特性が強く、いわば日本型ﾌｧｲ

ﾅﾝｽ･ﾘｰｽとして進化を遂げたといっても過言ではない。

 

図 1-1 ﾘｰｽ取引の流れ 

 

そして、ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽは、所有権移転ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽと所有権移転外ﾌｧｲ

ﾅﾝｽ･ﾘｰｽにわかれる。所有権移転外ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽは、会計基準改正前

まではｵﾌﾊﾞﾗﾝｽとしていたが、新ﾘｰｽ会計基準により、ｵﾝﾊﾞﾗﾝｽとな

った。ﾕｰｻﾞｰから見て、ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽとｵﾝﾊﾞﾗﾝｽの違いはｵﾌﾊﾞﾗﾝｽは、ﾘｰｽ

資産・負債を計上せず、支払ﾘｰｽ料だけを損益計算書に費用計上す

ること。ｵﾝﾊﾞﾗﾝｽとは、ﾘｰｽ取引の借手がﾘｰｽ資産・ﾘｰｽ負債を貸借対

照表に計上し、貸手はﾘｰｽ債権を貸借対照表に計上することだ。 

 

 



3.ﾘｰｽと IFRS 

 そもそも、国によって会計基準が違う。日本と米国は IFRSを導

入していないが、米国会計基準は IFRSに近い会計基準だ。米国会

計基準および国際会計基準では、ｵﾝﾊﾞﾗﾝｽ処理をしている。日本で

は長らくｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ処理が行われてきた。ﾘｰｽ取引には、貸手が物件代

金を融資するという「金融」の側面と、物件そのものを契約期間の

間に賃貸するという「物融」の二つの側面がある。日本では物件の

所有権が貸手に留保されているという法的側面や、ﾘｰｽ期間終了後

に物件を貸手に返還するという取引実態が重視されていた。このよ

うな背景から、日本でｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ処理が選ばれたのは自然な流れだっ

た。しかし、日本企業の経済活動がｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化するに従い、日本も

海外の会計基準と自国の基準の差異を意識せざるを得ない。企業会

計審議会において平成元年(1988年)からﾘｰｽ会計の検討が行われ、

平成五年(1993年)にﾘｰｽ取引に係る会計基準および実務指針が成

立した。 

現行の日本基準における判断基準をそのまま IFRSで適用するこ

とは問題となりうると考える。現状でｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ･ﾘｰｽと判定し処理

されている案件についても、ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽに判定される可能性がある。

特に、ﾘｰｽ期間がﾘｰｽ資産の経済的耐用年数の大部分を占めているか

どうか、最低支払ﾘｰｽ料総額の現在価値がﾘｰｽ資産の公正価値の大部

分を占めているかについては、IFRS上では数値基準が明記されて

いないため、実質的な判断ができるように、現状のﾘｰｽの状況を調

査し、判定基準を設定することが必要となる。 

 

4.ﾘｰｽの経済的実態。法的実態・使用権ﾓﾃﾞﾙ 

ﾘｰｽ会計基準が改正される前のﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽの会計処理は法的実施

が重視され、企業の経済的実態が不明確であった。しかし、ﾘｰｽ会

計基準が改正されたことにより、ﾘｰｽ物件を資産計上し、決算書を

みればその企業の経済的実態がわかるようになり、一定の改善と評

価できる。そして今話題となっているのは、IFRS導入である。IFRS

導入にあたって、ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽとｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ･ﾘｰｽの区分は消え、ﾘｰｽ

は全て資産計上しなければならなくなる。ﾘｰｽ全てを資産計上にす

ることは賛成だ。今までﾘｰｽを財務諸表に記載していなかった企業

が多かったが、IFRSを導入すればそういう企業がなくなり、一つ

一つの企業の経済的実態がより一層わかるので利害関係者にとっ

てその財務情報への信用度が上がると考えた。しかし、2011年に

起こった東日本大震災では、ﾕｰｻﾞｰへの対応が不適切だと感じた。

それは、自然災害で被害を受けたﾘｰｽ物件についてこのﾘー ｽを負担し

つつ、更に新たな代替物件のﾘｰｽ料を負担することは、極めて厳し

い。これらは、経営の財政状態や抱えるﾘｽｸの開示の視点からとら

えれば、上述の経済的実態に加えて、法的実態をも開示していく必

要がある。更に、自然災害で損壊したﾘｰｽ物品は、再びﾘー ｽし直さね

ばならない可能性もあり、金額の負担は重複するにも関わらずそれ

らは、法的実態であるからとして、会計処理として記録表現されて

いない。しかし、ﾘｰｽに関する会計処理を現しているからと、解決

とみなすのではなく、ﾘｰｽを行っていることによる法的実態の表現

についても解決する必要がある。ここでの解決試案として、使用権

ﾓﾃﾞﾙについて述べたい。使用権ﾓﾃﾞﾙは、全てのﾘｰｽについて借手が

ﾘｰｽの使用権を資産計上、ﾘｰｽ料の支払い義務を負債計上する会計処

理のことで、この使用権ﾓﾃﾞﾙが採用されると、ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ･ﾘｰｽであ

ってもﾘｰｽ資産を財務諸表にｵﾝﾊﾞﾗﾝｽしないとならない。このことか

ら、ﾘｰｽ処理の取扱いが非常に煩雑になると言われている。 

 

おわりに 

 本研究を通して、会計を肌で感じ難しいことが改めて分かった。

ﾘｰｽには、大きくﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽとｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ･ﾘｰｽの二つに分かれるが、

ﾒｲﾝﾃﾅﾝｽﾘｰｽやｿﾌﾄｳｪｱﾘｰｽなど様々なﾘｰｽがあることを知った。就職し

た後に、たいていの企業にはﾘｰｽ物品を置いていると思うので、そ

のﾘｰｽ物品の減価償却などをして、よりよい選択を提案できると思

う。今後は、国際的動向だけではなく、中小企業などに焦点を当て

て、勉強をしていきたい。 
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